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第１章 総則 

（目的） 

第１条 岩手県立大学盛岡短期大学部（以下「本学」という。）は、教養教育と密接な関

連を保ちながら専門の学芸を教授研究し、豊かな感性を身に付けた有為な職能的社会

人を育成するとともに、地域社会及び国際社会の発展に寄与することを目的とする。 

（自己評価） 

第２条 本学は、教育研究水準の向上を図り、もって本学の目的及び社会的使命を達成

するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価（以下「自己評価」とい

う。）を行うものとする。 

２ 自己評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第２章 学科、専攻、定員、目的及び職員組織 

（学科、専攻、定員及び目的） 

第３条 本学の生活科学科に生活デザイン専攻及び食物栄養学専攻を置く。 

２ 学科及び学科に置く専攻の入学定員及び収容定員を次のとおりとする。 

学科・専攻 入学定員 収容定員 

生活科学科 
生活デザイン専攻 25人 50人 

食物栄養学専攻 25人 50人 

国際文化学科 50人 100人 

３ 各学科の目的は次のとおりとする。 

学科 目的 

生活科学科 人間生活の「衣」「食」「住」に関する高度な技術と見識を持ち、

さまざまな社会問題を解決して、かつ地域に対する貢献をなしうる

能力を持った人材の育成を目的とする。 

国際文化学科 西洋・アジア及び日本の多様な文化や交流の歴史を理解し、これ

を尊重する豊かな人間性と国際感覚を身につけ、また、異なる文化

圏に生きる他者と正しくコミュニケーションできる能力を涵養する

ことを通し、地域文化の振興及び国際化に貢献できる人材の育成を



目的とする。 

 （職員組織） 

第３条の２ 本学に教員、事務局職員その他の職員を置く。 

２ その他本学の職員組織については、別に定める。 

 

第３章 学年、学期及び休業日 

（学年） 

第４条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

（学期） 

第５条 学年を分けて次の２学期とする。 

(１) 前期  ４月１日から９月30日まで 

(２) 後期  10月１日から翌年３月31日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、後期に属する授業科目の開始日は別に定める。 

（休業日） 

第６条 休業日は、次のとおりとする。 

(１) 日曜日及び土曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(３) 開学記念日 ６月19日 

(４) 夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日は、別に定める。 

２ 学長は、特別の必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休業

し、又は休業日においても授業を行うことができる。 

 

第４章 修業年限及び在学年限 

（修業年限） 

第７条 修業年限は、２年とする。 

（在学年限） 

第８条 学生は、４年を超えて在学することはできない。ただし、第14条及び第15条の

規定に基づき入学した学生は、第16条の規定により定められた在学すべき年数の２倍

に相当する年数を超えて在学することはできない。 

 

第５章 入学 

（入学の時期） 

第９条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、次条第３号から第５号までのいず

れかに該当する者並びに第14条及び第15条の規定に基づき入学する者については、学

期の始めとすることができる。 



（入学の資格） 

第10条 本学に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(１) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

(２) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程により

これに相当する学校教育を修了した者を含む。） 

(３) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で

文部科学大臣の指定したもの 

(４) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外

教育施設の当該課程を修了した者 

(５) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が

定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大

臣が定める日以後に修了した者 

(６) 文部科学大臣の指定した者 

(７) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）による高等学

校卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入

学資格検定規程（昭和26年文部省令第13号）による大学入学資格検定に合格した者

を含む。） 

(８) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第90条第２項の規定により大学に入学した

者であって、本学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると

認めた者 

(９) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上

の学力があると認めた者で、18歳に達したもの 

（入学の出願） 

第11条 本学に入学を志願する者（以下「入学志願者」という。）は、入学願書に別に定

める書類を添えて学長に提出しなければならない。 

（入学者の選考） 

第12条 入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。 

（入学手続及び入学許可） 

第13条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、別に

定める書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。 

２ 学長は、前項の規定による入学手続を完了した者に入学を許可する。 

（転入学） 

第14条 学長は、他の短期大学又は大学に在籍している者で本学に転入学を志願するも

のがあるときは、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。 

（再入学） 



第15条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者で本学に再入学を志願するものがあ

るときは、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。 

(１) 第30条の規定により退学した者 

(２) 第31条第３号の規定に基づき除籍された者（未納の授業料を納付した者に限

る。） 

(３) 第32条の規定により卒業した者 

（転入学等の場合の取扱い） 

第16条 前２条の規定に基づき入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得し

た単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、学長が決定する。 

 

第６章 授業科目、履修方法等 

（授業科目） 

第17条 本学の授業科目の種類及び単位数は、別表第１のとおりとする。 

２ 前項の授業科目の履修方法その他必要な事項は、別に定める。 

（単位の計算方法） 

第18条 授業科目の単位数は、１単位の授業科目を教室内及び教室外を合わせて45時間

の学修を必要とする内容をもって構成することとし、次の基準により計算するものと

する。 

(１) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲内で定める時間の授業

をもって１単位とする。 

(２) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲内で定める時間

の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目の単位の計算方法につ

いては、これらに必要な学修等を考慮して、別に定める。 

（単位の授与） 

第19条 授業科目を履修し、その試験に合格した学生には、所定の単位を与える。ただ

し、前条第２項の授業科目については、必要な学修の成果を評価して所定の単位を与

える。 

（成績の評価） 

第20条 前条の試験の成績は、秀、優、良、可又は不可の評語をもって表し、秀、優、

良及び可を合格とする。ただし、特別の必要があるときは、その他の評語をもって成

績を表わすことができる。 

（他の短期大学等における授業科目の履修等） 

第21条 本学が教育上有益と認めるときは、他の短期大学又は大学との協議に基づき、

学生に当該短期大学又は大学の授業科目を履修させることができる。 



２ 前項の規定に基づき修得した単位数は、30単位を超えない範囲で本学における授業

科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

（短期大学以外の教育施設等における学修） 

第22条 本学が教育上有益と認めるときは、学生が行う専門職短期大学、大学又は高等

専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、本学における授

業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。 

２ 前項の規定に基づき与えることができる単位数は、前条第２項の規定に基づき本学

において修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第23条 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に短期大学又は大

学において履修した授業科目について修得した単位（短期大学設置基準（昭和50年文

部省令第21号）第17条又は大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）第31条に規定す

る科目等履修生とし修得した単位を含む。）を、本学に入学した後の本学における授業

科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第１項に

規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、別に定めるところにより、

単位を与えることができる。 

３ 前２項の規定に基づき修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、

転入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第21条第

２項及び前条第１項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせ

て30単位を超えないものとする。 

 （休学期間中の外国の短期大学等における授業科目の履修） 

第23条の２ 本学が教育上有益と認めるときは、学生が外国の短期大学（専門職短期大

学に相当する外国の短期大学を含む。）又は大学で履修した授業科目について、本学に

おける授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定に基づき修得したものとみなすことができる単位数は、本学において修

得した単位以外の単位については、第21条第２項、第22条第１項並びに前条第１項及

び第２項の規定により本学において修得したものとみなし、又は与えることができる

単位数と合わせて30単位を超えないものとする。 

３ 第１項の規定により修得したものとみなす授業科目は、学生が休学中に履修した授

業科目を含むものとする。 

 

第７章 休学、復学、転学、転専攻、留学、退学及び除籍 

（休学） 

第24条 疾病その他の理由により引き続き２月以上修学することができない学生は、学



長の許可を得て休学することができる。 

２ 学長は、疾病のため修学することが適当でないと認められる学生に対して、休学を

命ずることができる。 

（休学の期間） 

第25条 休学の期間は、１年を超えることができない。ただし、特別の理由がある場合

は、１年を限度として休学の期間の延長を認めることができる。 

２ 休学の期間は、通算して２年を超えることができない。 

３ 休学の期間は、第７条の修業年限及び第８条の在学年限に算入しない。 

（復学） 

第26条 第24条の規定に基づき休学した学生は、休学の期間が満了したとき、又は休学

期間中にその理由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。 

（転学） 

第27条 他の短期大学等に入学又は転入学を志願する学生は、学長の許可を受けなけれ

ばならない。 

（転専攻） 

第28条 学長は、生活科学科の他の専攻に転専攻を志願する学生があるときは、選考の

上、これを許可することができる。 

（留学） 

第29条 外国の短期大学又は大学で学修することを志願する学生は、学長の許可を得て

留学することができる。 

２ 前項の許可を得て留学した期間は、第32条第１項に定める在学期間に含めることが

できる。 

３ 第21条の規定は、外国の短期大学又は大学に留学する場合に準用する。 

（退学） 

第30条 退学しようとする学生は、学長の許可を受けなければならない。 

（除籍） 

第31条 学長は、次の各号のいずれかに該当する学生を除籍することができる。 

(１) 第８条に定める在学年限を超えた者 

(２) 第25条第２項に定める休学期間を超えてなお修学できない者 

(３) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

(４) 死亡した者又は長期にわたり行方不明の者 

 

第８章 卒業、称号及び資格 

（卒業） 

第32条 本学に２年（第14条及び第15条の規定に基づき入学した学生については、第16



条の規定により定められた在学すべき年数）以上在学し、別表第２に定める授業科目

の履修及び単位数を修得した学生については、学長が卒業を認定する。 

２ 学長は、卒業を認定した学生に対して、卒業証書を授与する。 

（学位） 

第33条 卒業した者には次の表の左欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の右欄に掲げる

学位を授与する。 

学科 学位 

生活科学科 短期大学士（生活科学） 

Associate of Science 

国際文化学科 短期大学士（国際文化） 

Associate of Arts 

２ 前項に定めるもののほか、学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。 

（資格） 

第34条 栄養士法（昭和22年法律第245号）に規定する栄養士の免許を得ようとする生活

科学科食物栄養学専攻の学生は、栄養士法施行規則（昭和23年厚生省令第２号）に定

める所定の授業科目の履修及び単位の修得をしなければならない。 

２ 建築士法（昭和25年法律第202号）第15条第１号に規定する二級建築士及び木造建築

士の受験資格を得ようとする生活科学科生活デザイン専攻の学生は、建築士法第15条

第１号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目を定める件（平成20年国土交通省

告示第743号）に定める所定の授業科目の履修及び単位の修得をしなければならない。 

３ 前２項の授業科目の履修方法に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第９章 賞罰 

（表彰） 

第35条 学長は、学生として表彰に価する行為があった者を表彰することができる。 

（懲戒） 

第36条 学長は、この規則その他の規程に違反し、又は学生としての本分に反する行為

をした学生を懲戒することができる。 

２ 懲戒の種類は、訓告、停学及び退学の処分とする。 

３ 退学の処分は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。 

(１) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(２) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

(３) 正当な理由がなく、出席が常でない者 

(４) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 

４ ２月以上の停学の期間は、第７条の修業年限に算入しない。 



５ 停学の期間は、第８条の在学年限に算入する。 

 

第10章 科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、研究生、研修員及び外国人留学生 

（科目等履修生） 

第37条 学長は、本学において特定の授業科目を履修することを志願する者があるとき

は、本学の教育に支障がない場合に限り、選考の上、科目等履修生として入学を許可

することができる。 

２ 前項の授業科目を履修した科目等履修生には、単位を与えることができる。 

（聴講生） 

第38条 学長は、本学において特定の授業科目を聴講することを志願する者があるとき

は、本学の教育に支障がない場合に限り、選考の上、聴講生として入学を許可するこ

とができる。 

（特別聴講学生） 

第39条 学長は、他の短期大学等の学生で本学において授業科目を履修することを志願

するものがあるときは、当該他の短期大学等との協議に基づき、特別聴講学生として

入学を許可することができる。 

２ 前項の授業科目を履修した特別聴講学生には、単位を与えることができる。 

（研究生） 

第40条 学長は、本学において特定の専門事項について研究することを志願する者があ

るときは、本学の教育に支障がない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可

することができる。 

（研修員） 

第41条 学長は、地方公共団体、学校等から特定の事項についての研修希望者を修学さ

せたいとの願い出があるときは、本学の教育に支障がない場合に限り、選考の上、研

修員として入学を許可することができる。 

（外国人留学生） 

第42条 学長は、外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入

学を志願するものがあるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可すること

ができる。 

（科目等履修生等に関する規定） 

第43条 この章に定めるもののほか、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、研究生、

研修員及び外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。 

 

  第11章 受託研究員 

（受託研究員） 



第43条の２ 学長は、特定の専門事項について研究を行うために本学に研究者を派遣し

ようとするものから、派遣の願い出があるときは、本学の教育に支障がない場合に限

り、選考の上、受託研究員として職員の受入れを許可することができる。 

２ 受託研究員に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第12章 共同研究等 

（共同研究及び受託研究） 

第44条 学術研究を通して民間企業等との交流又は連携を図り、社会に対して貢献する

ため、本学において共同研究及び受託研究を行うことができる。 

２ 共同研究及び受託研究に関し必要な事項は、別に定める。 

（民間等共同研究員） 

第45条 学長は、民間企業等から本学の教員と共同研究を行うために研究者の派遣の申

込みがあったときは、本学の教育研究に支障がない場合に限り、民間等共同研究員と

して受入れを許可することができる。 

２ 民間等共同研究員に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第13章 授業料等 

第46条 本学の授業料、聴講料、入学検定料及び入学料の額、納付方法等は、別に定め

る。 

 

第14章 公開講座等 

（公開講座） 

第47条 社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、本学に公開講座を開設するこ

とができる。 

（寄附講義） 

第48条 本学に企業・団体等からの寄附金又は講義担当者の派遣による寄附講義を開設

することができる。 

２ 寄附講義の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第15章 寄宿舎 

第49条 本学に学生寮を置く。 

２ 学生寮に関し必要な事項は、学長が別に定める。 

 

第16章 雑則 

第50条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。 



 

附 則 

１ この学則は、平成17年４月１日から施行する。 

２ 平成17年３月31日現在岩手県立大学等条例（平成９年条例第80号）に基づき設置さ

れた岩手県立大学盛岡短期大学部（以下「旧大学」という。）に在学する学生で、平成

17年４月１日以降も旧大学に在学する予定であった者は、別に当該学生が意思表示を

しない限り、平成17年４月１日に公立大学法人岩手県立大学が設置する本学に承継し、

この学則を適用する。この場合において、当該学生の授業科目の履修及び単位の修得

並びに卒業に必要な単位数については、この学則の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 

３ この学則の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履

修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学

生の例による。 

 

附 則（平成17年12月27日 学則第７号） 

１ この学則は、平成18年１月１日から施行する。 

２ 改正前の規定による準学士の称号は、第33条の規定による短期大学士の学位とみな

す。 

 

附 則（平成18年３月16日 学則第２号） 

この学則は、平成18年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成19年３月23日 学則第４号） 

１ この学則は、平成19年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行の際現に在学している者（以下「在学生」という。）の授業科目の履

修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則による改正後の岩

手県立大学盛岡短期大学部学則（以下「改正後の学則」という。）の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 

３ この規程の施行の日以降において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る授

業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する

年次の在学生の例による。 

 

附 則（平成20年３月14日 学則第４号） 

１ この学則は、平成20年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行の際現に在学している者（以下「在学生」という。）の授業科目の履



修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則による改正後の岩

手県立大学盛岡短期大学部学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この学則の施行の日以降において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る授

業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する

年次の在学生の例による。 

 

附 則（平成21年３月30日 学則第４号） 

１ この学則は、平成21年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行の際現に在学している者（以下「在学生」という。）の授業科目の履

修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則による改正後の岩

手県立大学盛岡短期大学部学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この学則の施行の日以降において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る授

業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する

年次の在学生の例による。 

 

附 則（平成22年３月26日 学則第４号） 

１ この学則は、平成22年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行の際現に在学している者（以下「在学生」という。）の授業科目の履

修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則による改正後の岩

手県立大学盛岡短期大学部学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この学則の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履

修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学

生の例による。 

 

附 則（平成23年１月31日 学則第２号） 

 この学則は、平成23年２月１日から施行する。 

 

附 則（平成23年３月23 日 学則第８号） 

１ この学則は、平成23年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行の際現に在学している者（以下「在学生」という。）の授業科目の履

修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則による改正後の岩

手県立大学盛岡短期大学部学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この学則の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履

修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学

生の例による。 



 

附 則（平成24年３月28日 学則第４号） 

１ この学則は、平成24年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行の際現に在学している者（以下「在学生」という。）の授業科目の履

修及び単位の修得及び成績の評価並びに卒業に必要な単位数については、この学則に

よる改正後の岩手県立大学盛岡短期大学部学則の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

３ この学則の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履

修、単位の修得及び成績の評価並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属す

る年次の在学生の例による。 

 

附 則（平成25年３月29日 学則第５号） 

１ この学則は、平成25年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行の際現に在学している者（以下「在学生」という。）の授業科目の履

修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則による改正後の岩

手県立大学盛岡短期大学部学則(以下「改正後の学則」という。）の規定にかかわらず、

なお従前の例による。ただし、改正後の学則第23条の２の規定の適用については、こ

の限りでない。 

３ この学則の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履

修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学

生の例による。 

 

   附 則（平成26年３月31日 学則第３号） 

１ この学則は、平成26年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行の際現に在学している者（以下「在学生」という。）の授業科目の履

修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則の改正後の岩手県

立大学盛岡短期大学部学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この学則の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履

修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学

生の例による。 

 

   附 則（平成27年３月31日 学則第３号） 

  この学則は、平成27年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成28年３月31日 学則第３号） 



１ この学則は、平成28年４月１日から施行する。 

２ この学則による改正前の生活科学科生活科学専攻の名称は、この学則による改正後

の岩手県立大学盛岡短期大学部学則第３条第１項の規定にかかわらず、平成28年４月

１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するもの

とする。 

 

   附 則（平成29年３月31日 学則第３号） 

１ この学則は、平成29年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行の際現に在学している者（以下「在学生」という。）の授業科目の履

修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則の改正後の岩手県

立大学盛岡短期大学部学則（以下「改正後の学則」という。）の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、在学生は、改正後の学則別表第１に規定する授業科目の

うち、学長が別に定める授業科目を履修することができる。 

４ この学則の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履

修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学

生の例による。 

５ 前３項の規定によるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が

定める。 

 

   附 則（平成30年３月30日 学則第３号） 

１ この学則は、平成30年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行の日前から引き続いて在学している者（以下「在学生」という。）の

授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則の改

正後の岩手県立大学盛岡短期大学部学則（以下「改正後の学則」という。）の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

３ この学則の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履

修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学

生の例による。 

４ 前２項の規定によるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が

定める。 

 

   附 則（平成31年３月20日 学則第３号） 

１ この学則は、平成31年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行の日前から引き続いて在学している者（以下「在学生」という。）の



授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則の改

正後の岩手県立大学盛岡短期大学部学則（以下「改正後の学則」という。）の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

３ この学則の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履

修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学

生の例による。 

４ 前２項の規定によるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が

定める。 

 

   附 則（令和２年３月27日 学則第３号） 

 この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和４年３月23日 学則第４号） 

 この学則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 



別表第１（第17条関係）
１　生活科学科生活デザイン専攻

必修 選択
生活科学概論 2 必修　6単位修得
情報科学概論 2
キャリアデザインⅠ 1
キャリアデザインⅡ 1
哲学の世界 2
文学の世界 2
歴史と文化 2
芸術の世界 2
生活と法 2
心理の世界 2
生活の化学 2
生命と科学 2
人間関係論 2
消費者保護論 2
文化人類学 2
体育実技 1
英語Ⅰ 2
英語Ⅱ 2
英語Ⅲ 2
英語Ⅳ 2
フランス語・フランス文化Ⅰ 2
フランス語・フランス文化Ⅱ 2
ドイツ語・ドイツ文化Ⅰ 2
ドイツ語・ドイツ文化Ⅱ 2
中国語・中国文化Ⅰ 2
中国語・中国文化Ⅱ 2
ハングル・韓国文化Ⅰ 2
ハングル・韓国文化Ⅱ 2
スペイン語・スペイン語圏文化Ⅰ 2
スペイン語・スペイン語圏文化Ⅱ 2
ロシア語・ロシア文化Ⅰ 2
ロシア語・ロシア文化Ⅱ 2
生活と経済 2
人間と社会 2
社会福祉論 2
環境科学 2
基礎造形 1
服飾文化論 2
ファッションと健康 2
食環境論 2
住文化論 2
基礎数理 2
基礎製図Ⅰ 1
基礎製図Ⅱ 1
情報処理演習 1
情報統計学 2
老年学 2
色彩とデザイン 2
卒業研究 4
ファッション造形 2
ファッション造形実習Ⅰ 1
ファッション造形実習Ⅱ 1
ファッション造形応用演習 1
テキスタイルデザイン論 2

外国語関係
科目

必修4単位を含め4単位
以上修得

基礎専門科目

必修13単位を含め23単
位以上修得

専門科目

必修22単位を含め28単
位以上修得

共
通
科
目

授業科目
単位数

備考

基礎科目

教養科目

必修1単位を含め7単位
以上修得



テキスタイルデザイン演習 1
住宅の施工と積算 2
建築法規Ⅰ 2
ユニバーサルデザイン論 2
建築環境工学Ⅰ 2
建築環境工学Ⅱ 2
住宅の計画 2
地域の計画 2
建築設備 2
建築構造力学 2
建築構造力学演習 1
住宅の構造 2
建築材料 2
建築構造・材料実験 1
インテリアデザイン論 2
インテリアデザイン演習 1
CADⅠ演習 1
CADⅡ演習 1
住宅設計演習Ⅰ 2
住宅設計演習Ⅱ 2
西洋・近代建築史 2
建築法規Ⅱ 2
建築構造・材料演習 1
近代意匠論 2
岩手のくらしと工芸 2

専門科目



２　生活科学科食物栄養学専攻

必修 選択
生活科学概論 2 必修　6単位修得
情報科学概論 2
キャリアデザインⅠ 1
キャリアデザインⅡ 1
哲学の世界 2
文学の世界 2
歴史と文化 2
芸術の世界 2
生活と法 2
心理の世界 2
生活の化学 2
生命と科学 2
人間関係論 2
消費者保護論 2
文化人類学 2
体育実技 1
英語Ⅰ 2
英語Ⅱ 2
英語Ⅲ 2
英語Ⅳ 2
フランス語・フランス文化Ⅰ 2
フランス語・フランス文化Ⅱ 2
ドイツ語・ドイツ文化Ⅰ 2
ドイツ語・ドイツ文化Ⅱ 2
中国語・中国文化Ⅰ 2
中国語・中国文化Ⅱ 2
ハングル・韓国文化Ⅰ 2
ハングル・韓国文化Ⅱ 2
スペイン語・スペイン語圏文化Ⅰ 2
スペイン語・スペイン語圏文化Ⅱ 2
ロシア語・ロシア文化Ⅰ 2
ロシア語・ロシア文化Ⅱ 2
生活と経済 2
人間と社会 2
環境科学 2
食生活論 2
食品有機化学 2
老年学 2
食文化論（岩手のくらしと食） 2
社会福祉論 2
公衆衛生学Ⅰ 2
公衆衛生学Ⅱ 2
運動処方論 2
基礎統計学 2
生化学Ⅰ 2
生化学Ⅱ 2
解剖生理学 2
解剖生理学実験 1
運動生理学 2
健康管理概論 2
食品学Ⅰ 2
食品学Ⅱ 2
食品学実験Ⅰ 1
食品学実験Ⅱ（食品加工を含む） 1

授業科目
単位数

備考

共
通
科
目

基礎科目

教養科目

必修1単位を含め7単位
以上修得

外国語関係
科目

必修4単位を含め4単位
以上修得

基礎専門科目

専
門
科
目

必修6単位を含め8単位
以上修得

必修34単位を含め40単
位以上修得

社会生活と
健康

人体と構造
と機能

食品と衛生



食品加工学 2
食品衛生学 2
食品衛生学実験 1
基礎栄養学 2
応用栄養学 2
栄養学実験 1
応用栄養学実習 1
臨床栄養学Ⅰ 2
臨床栄養学Ⅱ（病理学を含む。） 2
臨床栄養学実習 1
公衆栄養学 2
栄養教育論 2
栄養指導論 2
栄養教育・指導実習 1
栄養情報処理実習 1
調理学 2
調理学実験 1
調理学実習Ⅰ 2
調理学実習Ⅱ 1
調理学実習Ⅲ 1
給食管理論 2
給食管理演習 2
給食管理実習Ⅰ 1
給食管理実習Ⅱ 2

卒業研究 4

専
門
科
目

給食の運営

食品と衛生

栄養と健康

栄養の指導



３　国際文化学科

必修 選択
文学の世界 2
数理の世界 2
生活と経済 2
人間と社会 2
生活と法 2
地理学入門 2
心理の世界 2
哲学の世界 2
社会福祉論 2
情報処理入門 2
体育実技 1
キャリアデザインⅠ 1 必修2単位を修得

キャリアデザインⅡ 1
文化人類学 2
ジェンダー論 2
近代社会論 2
多文化共生論 2
コミュニケーション論 2
基礎演習Ⅰ 2
基礎演習Ⅱ 2
日本語表現Ⅰ 2
日本語表現Ⅱ 2
国際文化理解演習Ⅰ 2
国際文化理解演習Ⅱ 2
総合英語Ⅰ－Ａ 2
総合英語Ⅰ－Ｂ 2
総合英語Ⅱ－Ａ 2
総合英語Ⅱ－Ｂ 2
総合英語Ⅲ－Ａ 2
総合英語Ⅲ－Ｂ 2
総合英語Ⅳ－Ａ 2
総合英語Ⅳ－Ｂ 2
中国語・中国文化Ⅰ 2
中国語・中国文化Ⅱ 2
ハングル・韓国文化Ⅰ 2
ハングル・韓国文化Ⅱ 2
スペイン語・スペイン語圏文化Ⅰ 2
スペイン語・スペイン語圏文化Ⅱ 2
ドイツ語・ドイツ文化Ⅰ 2
ドイツ語・ドイツ文化Ⅱ 2
フランス語・フランス文化Ⅰ 2
フランス語・フランス文化Ⅱ 2
ロシア語・ロシア文化Ⅰ 2
ロシア語・ロシア文化Ⅱ 2
アジア文化理解論 2
西洋文化理解論 2
国際関係論 2
国際経済論 2
日本国憲法 2
文化交流史 2
比較文化研究法 2
比較文化演習 2
西洋の歴史 2
西洋の文化と思想Ａ 2

授業科目
単位数

備考

基
盤
科
目

基礎専門科目

必修22単位を含め28単
位以上修得

キャリアデ
ザイン科目

必修2単位を含め10単位
以上修得

教養科目

専
門
科
目

「西洋の文化と思想
Ａ」又は「西洋の文化

必修2単位を含め24単位
以上修得

西洋文化

専門共通



西洋の文化と思想Ｂ 2
西洋文化研究法Ａ 2
西洋文化研究法Ｂ 2
西洋文化演習Ａ 2
西洋文化演習Ｂ 2
西洋社会論 2
西洋社会論演習 2
アジアの歴史 2
アジアの文化と思想Ａ 2
アジアの文化と思想Ｂ 2
アジア文化研究法 2
アジア文化演習 2
アジア社会論 2
アジア社会論演習 2
日本の歴史 2
日本の文化と思想Ａ 2
日本の文化と思想Ｂ 2
伝承文化論 2
日本文化研究法 2
日本文化演習 2
地域の歴史と社会 2
地域社会論 2
地域社会研究法 2
郷土の文学 2
地域社会論演習 2

2
通訳・翻訳法 2 4単位以上修得
検定英語演習 2
ビジネス英語 2
英語表現演習 1
情報処理演習Ａ（応用Ⅰ） 2
情報処理演習Ｂ（応用Ⅱ） 2
日本語表現演習 1
ビジネス実務演習 2

実践科目

地域
文化

専
門
科
目

「日本の文化と思想
Ａ」又は「日本の文化
と思想Ｂ」のいずれか
から2単位以上修得する
こと。日

本
文
化

と思想Ｂ」のいずれか
から2単位以上修得する
こと。

日本
文化

「アジアの文化と思想
Ａ」又は「アジアの文
化と思想Ｂ」のいずれ
かから2単位以上修得す
ること。

卒業研究

西洋文化

アジア文化



別表第２（第32条関係）
１　生活科学科生活デザイン専攻の卒業に必要な単位数

必修 選択 計
6 6 6
23 1 6 7
32 4 4
61 11 6 17
28 13 10 23
54 22 6 28
143 46 22 68

２　生活科学科食物栄養学専攻の卒業に必要な単位数

必修 選択 計
6 6 6
23 1 6 7
32 4 4
61 11 6 17
14 6 2 8
10
11
11
11
8
14
4 4 4
69 34 6 40
144 51 14 65

３　国際文化学科の卒業に必要な単位数

必修 選択 計
21 2 8 10
2 2 2
23 4 8 12
38 22 6 28
40
18
14

日本文化 12
地域文化 10

2 2 2
96 2 22 24
14 4 4
171 28 40 68

計

30

合計
実践科目

基
盤
科
目 計

専
門
科
目

専門共通
西洋文化
アジア文化

卒業研究

配当単位数
卒業要件単位数

共
通
科
目 計

専
門
科
目

社会生活と健康
人体の構造と機能

計
卒業研究

基礎科目

区分

36
食品と衛生
栄養と健康
栄養の指導

教養科目

計

共
通
科
目

基礎専門科目
専門科目

合計

外国語関連科目

卒業要件単位数
区分 配当単位数

基礎科目
教養科目

外国語関連科目

基礎専門科目

6

給食の運営

22

合計

教養科目
キャリアデザイン科目

基礎専門科目

卒業要件単位数

日本文化

22

区分 配当単位数


